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姶良市農業委員会総会議事録（令和３年８月） 

 

１．開催日時 令和３年８月３０日（月） 午後１時３０分～午後２時５０分まで 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（１８人）  

 

 

欠席委員  ４番農業委員 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（ ２人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員  １番推進委員、２番推進委員、３番推進委員、 

５番推進委員、６番推進委員、７番推進委員、 

８番推進委員、１０番推進委員、１１番推進委員 

１２番推進委員 

 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第  １ 号 農用地利用集積計画(貸借)の意見決定について 

４． 議案第  ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第  ３ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

６． 議案第  ４ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

小長野 誠 

坂元 廣幸 

本村 正一 

福森 德昭 

牧野田 隆平 

杉尾 敏憲 

市薗 由美子

白尾 親昭 

今村 逸子 

野元 幸雄 

１１番 

１２番 

１３番 

１４番

１５番 

１６番 

１７番 

１８番 

１９番 

堂前 澄男 

西  泰行 

川島 兼次 

内甑 達也 

平 富士夫 

岩元 律子 

松元 信道 

夏田  恒 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

内村 幸雄 

宇都 和義 

扇薗 弘行 

柚木 利雄 

大重 孝司 

上福元 克己 

７番 

８番 

９番 

１０番

１１番 

１２番 

松永 政文 

松元 健一 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 
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７． 議案第  ５ 号 農地あっせん申出（貸付 希望）について 

８．         農地あっせんの経過報告 

９．         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

10．         その他 

 

             

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

  農地係長 

  農地係主査 

  農地係主事 

振興係長 

振興係主任主査 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（令和３年８月） 

 

（大会議室に農業委員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、令和３年度 第５回 姶良市農業委員会総会を開会い

たします。 

ただいまの出席農業委員は１９名中、１８名で、定足数に達しており

ますので、総会は成立しております。 

 なお、本日は、４番農業委員が欠席であります。 

 

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明。 

 

 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、１８番農業委員、１番農業委員にお願いいたします。 

 

会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の○○振興係長と○○農地係長を指名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条の規定の議事参与

の制限により、農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその

配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと

なっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了までの

間、退席をお願いします。関係議案、終了後に入室・着席していただき
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

         

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

ます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３ 議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意

見決定についてを議題に供します。 

１番から５番までについて、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につ

いてご説明いたします。総会資料は、１ページ目でございます。こちら

は、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地の利用権の設

定です。農業委員会で審査決定後、市長がこれを公告することにより、

利用権の効力が発生いたします。 

公告日は８月３０日、契約の始期は９月１日をそれぞれ予定しており

ます。 

契約年数につきましては、２年間が１件、３年間が１件、５年間が２

件、１０年間が１件で、合計５件となっております。面積につきまして

は、合計７，６３１㎡となっております。 

農用地利用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資料の２ペ

ージにございますので、ご確認いただきたいと思います。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から５番までについて、一括して質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

[質疑、意見なし]  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての１番

から５番までについて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手

をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、１番から５番までについては、原案のとおり決定いたしま

した。 

 

 



 

5 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第２号 

 

次に、日程第４ 議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から３番までについて、説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明申し上げます。総会資料は、３ページでございます。

今月の申請件数は、３件となっております。 

先般、各担当委員におきまして事前調査がなされ、現地調査報告書の

１ページから３ページに調査書がございますので、ご審議の参考として

ください。 

それでは、１番についてご説明申し上げます。 

譲受人 蒲生町米丸在住の○○。譲渡人 同じく蒲生町米丸在住の 

〇〇の贈与による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町米丸字御納

戸○○番○ 田、字御納戸○○番○ 田、２筆の合計面積が 

２，９６７㎡となります。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、６番農業委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

 はい。６番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年８月１２日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を

調査いたしました。今回は、贈与による所有権移転であります。機械等

は、トラクター１台、田植機１台、防除機１台、コンバイン１台、軽ト

ラック１台あり、問題ありません。労働力は、妻と近くに姉夫婦もおり、

問題ありません。 

 よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

 以上、１番の報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきましてご説明申し上げます。 

譲受人 加治木町日木山在住の○○。譲渡人 鹿児島市在住の○○の

贈与による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町日木山字楠原 

○○番○ 畑、１筆の面積が６４１㎡となります。 

以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１２番農業委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 



 

6 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

はい。１２番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年８月１２日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を

調査いたしました。この農地は、１０年前から耕作放棄地で、この地域

の農地・水の組織で管理されておりました。申請地には、景観作物であ

るひまわりが植えられて、よく管理されておりました。今回は、贈与に

よる所有権移転であります。機械等は、トラクター３台、防除機１台、

管理機２台、軽トラック２台、軽バン２台あり、問題ありません。労働

力は、両親もおり、問題ありません。譲受人は、この地域の人・農地プ

ランの担い手に位置づけられております。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

 以上で、２番の報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明申し上げます。 

譲受人 東餅田在住の○○。譲渡人 蒲生町久末在住の○○の売買に

よる所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町久末字石峯○○番○ 畑、

１筆の面積が４５㎡となります。 

以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、１８番農業委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１８番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和３年８月１７日、譲受人と事務局の方と私の３人により申請地で

会い、聞き取りを行い、申請地を調査いたしました。当日は、雨が降っ

ていたため、公民館で聞き取りを行いました。譲受人は、東餅田の株式

会社○○の経営者でもあります。申請地は、久末公民館から西に 

約５０ｍのところにあるお茶畑で、昨年まで前の方が耕作されておりま

した。譲受人は、お茶を自己消費するため、機械等は必要がないようで

す。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

 以上で、３番の報告を終わります。 

 

これより、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定についての１番から３番までについて、一括して質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

[質疑・意見なし] 
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議 長 

 

 

 

 

 

     委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から３番までについては、農地法第３条 第２項の各号に該当し

ないため許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成

の委員の挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から３番までについては、原案のとおり決定い

たしました。 

 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５ 議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は４ページでございます。今月

の申請件数につきましては、１件となっております。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。  

申請人は、埼玉県飯能市在住の○○。土地の所在は、西餅田字椨木ノ

下〇〇番 畑、1筆の面積が６１１㎡です。申請地につきましては、都市

計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地区分は、

第３種農地と判断されます。転用目的は、共同住宅 １棟  

２９５．３８㎡で、理由といたしましては、共同住宅を建築し、家賃収

入を得て、生活の安定を図りたいとのことでございます。資金につきま

しては、融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要となってお

ります。また、被害防除計画書が添付されております。こちらにつきま

しては、隣接地○○番○（宅地）４９４．８０㎡と一体利用で、全事業

面積が、１，１０５．８０㎡となっております。  

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、９番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。９番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

山形屋サテライトショップ姶良店から、北西に約１００ｍの位置にござ

います。被害防除現況として、東が畑と宅地、西が宅地、南も宅地、北

が一体利用地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり、確実であり
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長  

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。条件及び特記事項は、ありません。総合意見としまして、転用許

可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員といたし

ましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

これより、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定の１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いし

ます。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について

の１番について、原案のとおり意見決定及び許可決定することに賛成の

委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての１番については、原案のとおり意見決定及び許可が

決定いたしました。 

 

 

議案第４号 

 

次に、日程第６ 議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から９番までについて説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は、５ページから６ページでご

ざいます。今月の申請件数につきましては、９件となっております。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 加治木町新生町在住の○○。譲渡人 埼玉県越谷市在住の 

○○です。土地の所在が、加治木町新生町○○番〇 畑、１筆の面積が

１９７㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一

種中高層住居専用地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判

断されます。転用目的は、駐車場で、理由につきましては、整備をして

駐車場として使用したいとのことでございます。こちらは、自己資金と

融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。

また、被害防除計画書が添付されております。こちらにつきましては、

隣接地○○番（雑種地）３００㎡と一体利用で、全事業面積が４９７㎡



 

9 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となっております。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、４番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。４番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

小烏神社から、南に約２０ｍの位置にございます。被害防除現況として、

東が雑種地、西が市道、南も市道、北が里道です。申請実現の確実性は、

自己資金証明と融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、

ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でござい

ます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

 続きまして、２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人は、平松在住の○○。譲渡人は、鹿児島市在住の○○です。土

地の所在は、平松字京田原○○番○ 畑、１筆の面積が２１０㎡です。

申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指

定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は駐

車場で、理由としましては、自宅の隣接地で便利なためとのことでござ

います。こちらは、自己資金で対応し、改良区のほうは、区域外のため

不要となっております。また、被害防除計画書が添付されております。

こちらにつきましては、隣接地○○番○（宅地）３７．７１㎡と一体利

用で、全事業面積が２４７．７１㎡となっております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

 はい。１３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、尾田

内科胃腸科から、南東に約９０ｍの位置です。被害防除現況としまして、

東が宅地、西も宅地、南も宅地、北も宅地です。申請実現の確実性とい

たしましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事

項は、特にございません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。 

以上で、報告を終わります。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきまして、ご説明いたします。 

借人 三拾町の○○組合 代表理事組合長 ○○。貸人 三拾町在住

の○○です。土地の所在が、三拾町字水流寺○○番○ 田、１筆の面積

が４１１㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、

農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種

農地と判断されます。転用目的は駐車場で、理由としましては、現在の

駐車場では必要数を確保できないため、申請地を駐車場として利用した

いとのことでございます。こちらは、自己資金で対応し、土地改良区か

らの意見書が添付されております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１５番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため

問題ありません。申請地の位置は、姶良西部森林組合の隣接地です。被

害防除の現況は、東が宅地、西も宅地、南も宅地、北が雑種地です。申

請実現の確実性は、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特

記事項は、特にございません。総合意見として、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 東餅田在住の○○他 1 名。譲渡人 中津野在住の○○です。

土地の所在が、中津野字小岩崎○○番○ 田、１筆の面積が３９７㎡で

す。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がり

は１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断さ

れます。転用目的は一般住宅 １棟 ７２．０４㎡で、理由としまして

は、現在借家住まいのため、一般住宅を建築したいとのことでございま

す。こちらは、融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要とな

っております。また、被害防除計画書が添付されております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１５番農業委員です。調査報告いたします。 
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農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため

問題ありません。申請地の位置は、ナフコから、南東に約１５０ｍの位

置です。被害防除の現況は、東が河川、西が市道、南が田と宅地、北が

宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり、確実であります。条

件及び特記事項は、ありません。総合意見として、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見

であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 霧島市の株式会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人 神奈川

県相模原市在住の○○です。土地の所在は、加治木町木田字西塩入〇〇

番○ 田、字西塩入○○番○ 田、２筆の合計面積が８６２㎡です。申

請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第二種住居地域に指定

されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は、宅

地造成で、理由としましては、生活環境が整った地域であるため、宅地

造成をしたいということでございます。資金については、自己資金で、

土地改良区からの意見書が添付されております。また、被害防除計画書

の添付もされております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１６番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、加音

ホールから、東に約５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、

西が市有地、南が田、北が市道です。申請実現の確実性は、自己資金証

明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にありません。総

合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 加治木町反土の有限会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人 

愛知県名古屋市在住の○○です。土地の所在が、加治木町反土字瀬戸口

○○番〇 田、１筆の面積が７１㎡です。申請地につきましては、都市

計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地区分は、

第３種農地と判断されます。転用目的は、駐車場で、理由としましては、
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進入路が狭いため、申請地を駐車場として利用し、業務の効率化を図り

たいということでございます。こちらは、自己資金で対応し、水利組合

からの意見書が添付されております。また、被害防除計画書も添付され

ております。   

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１６番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

加治木中学校から、北東に約２８０ｍの位置です。被害防除現況としま

しては、東が雑種地、西が市道、南が雑種地、北が里道です。申請実現

の確実性は、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項

は、ありません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 平松在住の○○。譲渡人 西餅田在住の○○です。土地の所

在が、西餅田字伊藤山○○番○ 畑の一部、５５７㎡のうち４７４㎡で

す。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第二種住居地域

に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的

は、一般住宅 1 棟 １０１．８５㎡で、理由としましては、実家暮ら

しで子供も成長して手狭になったため、一般住宅を建築したいとのこと

でございます。こちらは、融資で対応し、改良区のほうは、区域外のた

め不要となっております。また、被害防除計画書が添付されております。    

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、９番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。９番推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

錦江団地公民館から、西に約９０ｍの位置です。被害防除現況としまし

ては、東が宅地、西も宅地、南が宅地と市道、北が宅地と雑種地です。

申請実現の確実性は、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記

事項は、ありません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でござい

ます。 

以上で、報告を終わります。 
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次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 西餅田在住の○○。譲渡人 佐賀県西松浦郡有田町在住の 

○○です。土地の所在が、西餅田字土橋○○番○ 畑、１筆の面積が 

２３７㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一

種中高層住居専用地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判

断されます。転用目的は、一般住宅 １棟 ８６．１２㎡で、理由とし

ましては、現在借家で手狭なため、自己の住宅を建築したいとのことで

ございます。資金のほうは、融資で対応し、改良区のほうは、区域外の

ため不要となっております。また、被害防除計画書が添付されておりま

す。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、９番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。９番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、帖佐

中学校から、南に約１０ｍの位置です。被害防除現況といたしまして、

東が宅地、西が私道、南が宅地、北が私道です。申請実現の確実性とい

たしまして、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、

特にありません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見

であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、９番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 鹿児島市の合同会社○○ 代表社員 ○○。譲渡人 鹿児島

市在住の○○です。土地の所在が、西餅田字上俵原○○番○ 田、字上

俵原○○番○ 田、２筆の合計面積が８６０㎡です。申請地につきまし

ては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域に指定され

ており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は、共同住

宅 １棟 ２６３．１４㎡で、理由のほうにつきましては、共同住宅を

建築し、収益向上を図るためとのことでございます。資金につきまして

は、融資で対応し、改良区のほうは、除外済みのため不要となります。

また、被害防除計画書が添付されております。こちらにつきましては、

隣接地○○番○（雑種地）６５㎡と一体利用で、全事業面積が９２５㎡

となっております。 

以上で、説明を終わります。 
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ただいまの説明に関連して、１３番農業委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

俵原公民館から、南に約１７０ｍの位置です。被害防除現況ですが、東

が宅地、西も宅地、南が市道、北が一体利用地です。申請実現の確実性

は、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にあり

ません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でありま

す。 

以上で、報告を終わります。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定についての１番から９番までについて、一括して質疑に入ります。質

疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 [質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から９番までについて、原案のとおり意見決定及び許可すること

に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から９番までについて、原案のとおり意見決定

及び許可が決定いたしました。 

 

 

議案第５号  

 

次に、日程第７ 議案第５号、農地あっせん申出（貸付 希望）につ

いてを議題に供します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号、農地あっせん申出（貸付 希望）について、

ご説明いたします。総会資料は、７ページです。今月の申請につきまし

ては、貸付１件となっております。参考資料につきましては、４１ペー

ジになりますので、審議の参考としてください。 
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それでは、１番を説明いたします。 

内容につきましては、貸付です。申請者は、霧島市溝辺町在住の○○、

土地の所在が、加治木町日木山字楠原○○番 畑、１筆の面積が 

２，７１０㎡です。希望小作料、希望貸付期間は、農業委員会に一任と

いうことです。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第５号、農地あっせん申出（貸付 

希望）の１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお

願いします。 

 

[挙 手] 

 

１２番農業委員。 

 

はい。１２番農業委員です。 

この案件につきましては、今月の総会資料を頂いてから早速動きまし

て、何人かに相談いたしました。昨日、借主が見つかり、本日利用権設

定をして事務局に提出しております。 

 

１２番農業委員、ありがとうございます。１番につきましては、原案

のとおり受理し、あっせん委員を１２番農業委員といたします。 

 

[挙 手] 

 

１２番農業委員。 

 

はい。１２番農業委員です。 

事務局にお願いです。楠原地区で貸付が申請されましたら、貸主にお

茶を植えていいか、聞き取りをしていてください。お茶は絶対だめとい

われる貸主がいらっしゃいますので、よろしくお願いします。正式にあ

っせん申出をしていませんが、お茶農家から、貸付希望があったら教え

てくださいと私自身も頼まれております。 

 

事務局いかがですか。 

 

これから、楠原地区での貸付の申請がありましたら、お茶の件につい

て聞き取りをいたします。 

 

１２番農業委員。よろしいですか。 

 

はい。よろしくお願いします。 
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議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

農地あっせんの経過報告 

 

次に日程第８、農地あっせんの経過報告について、進展がありました

ら報告をお願いします。まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。 

２ページの１１番の売渡ですが、買受者が見つかり、来月の総会で３

条申請が提出されます。 

以上で報告を終わります。 

 

委員の皆さんから、何か報告等ございませんか。 

 

[質問・意見なし] 

 

ないようでしたら、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

 

農用地利用集積計画（貸借）合意解約 

 

次に日程第９、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告について、

事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約の報告をいたしま

す。８月は３件が提出されております。内容につきましては、別紙、合

意解約８月分を、後ほどご確認ください。  

以上で、報告を終わります。 

 

ただ今の事務局説明について、質疑のある方はございませんか。 

 

「質問・意見なし」  

 

ないようですので、それでは、この案件は報告ですので これで終わ

ります。 

 

 

その他 

 

それでは日程第１０、その他でございますが、委員の方から何かござ

いませんか。 

 

[挙 手] 
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議 長 

 

委 員 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

１７番農業委員。 

 

はい。１７番農業委員です。 

農業委員会活動普及・啓発グループからのお願いとお知らせです。令

和３年度の農業委員会だよりが配布されているかと思いますが、こちら

は、９月１日付けで各戸配布いたします。今回は、農業委員会によくあ

る質問Ｑ＆Ａを掲載しております。わからない場合は、近くの農業委員

や農地利用最適化推進委員に相談してくださいとなっておりますので、

対応方よろしくお願いします。 

もう一つは、８月２７日付けの全国農業新聞の鹿児島県版に、６番農

業委員について掲載されております。内容につきましては、飼料用米多

収日本一コンテストで、九州農政局長賞を２年連続で受賞されたとのこ

とです。皆さんも、是非ご覧ください。 

私からは、以上です。 

 

ほかに、委員の方から何かございませんか。 

 

[挙 手] 

 

４番推進委員。 

 

はい。４番推進委員です。 

農地あっせん報告のところで言わなければならない件でしたが、農地

あっせんについての経過報告の３ページ３３番の売渡希望の農地です

が、今まで借りていた方が合意解約をされ、お茶農家さんが借りられる

と聞いていますが、売渡希望については、このまま残るのですか。 

 

事務局。いかがですか。 

 

売渡希望者は、お茶農家に貸付をされていますが、本人の気持ちは売

り渡したいと希望があるため、このまま残す方向です。 

 

[挙 手] 

 

２番農業委員。 

 

はい。２番農業委員です。 

事務局からの回答を聞きましたが、お茶を植えたら５年ぐらいは収入

がありませんので、利用権設定がよいのではないかと思います。 

 

事務局。どうですか。 

 

売渡希望者に、今一度確認をいたします。お茶農家に農地を貸したら
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委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

    事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

５年から１０年はかかるようですので、売渡について取り下げをしても

らう話をして、了解をもらったら、来月取り下げを行いたいと判断しま

した。 

 

[挙 手] 

 

１２番農業委員。 

 

はい。１２番農業委員です。 

参考として聞いてください。私の担当地区にもお茶農家さんが多くい

ますが、４年から１０年ぐらい借りて、やがては買ってくれればよいと

思っております。 

 

事務局。よろしいですか。 

 

はい。 

 

ほかに、委員の方から何かございませんか。 

 

 [発言なし] 

 

ないようですので、以上で、本日の議案の審議並びに、報告事項は全

て終了しました。 

事務局から何かありますか。 

 

○ 活動記録簿の記入方法について 

○ 農業委員等ありかた委員会アンケートについて 

○ ９月の現地調査と定例総会について 

○ 人・農地プランの話し合い活動について 

○ 新型コロナ感染防止対策について 

     

ほかにありませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和３年度 第５回 姶良市農業委員

会総会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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